
岐阜労働局委託事業

「令和 8年度医療労務管理支援事業」

当センターでは、人事・労務管理の専門家である社会保険労務士が常駐し、医療における労務管理の相談に応じます。

ご希望に応じて電話での相談対応や直接訪問によるアドバイスなど、専門的な支援・相談を無料で行っております。

厳しい勤務環境の中で可能な限りの改善が図れるよう、皆様の「よきパートナー」としてお手伝いいたします！

相談は無料です！まずはお気軽にご相談ください。

勤務環境の改善は、安定した地域医療に繋がります

アドバイザーの訪問支援
具体的な課題や相談に、訪問してアドバイスを行う

●医師の働き方改革に関わる取組みを支援してほしい

　（宿日直許可申請／時短計画の作成等）

●宿日直許可申請の際、労働基準監督署への同行

●時間外労働の削減に取り組みたい

●スタッフの健康支援をしたい　等

研修会・勉強会へ講師の派遣
労務管理に関する院内講座の実施・講師の派遣を行う

●労務管理の基礎知識

●仕事と子育ての両立支援

●メンタルヘルス対策　等

電話による相談
労務管理などの電話相談の実施

●宿日直許可申請・36 協定について教えてほしい

●助成金などの活用について知りたい

●労働時間の把握方法の事例を知りたい　等

医療勤務環境マネジメントシステム

「勤務環境改善マネジメントシステム」の導入を支援

●「勤務環境改善計画」の策定・実施・評価　等

●マネジメントシステムの普及（研修会等）・導入支援、

　勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等

健康で安心して働くことができる快適な職場づくりを支援します相談
無料

医療従事者、患者、経営にとって

WIN-WIN-WIN となるような好循環を作っていきましょう。

勤務環境改善支援センターの活用事例

医療労務管理相談窓口の無料相談・無料支援をご活用ください！

岐阜県医療勤務環境改善支援センター

お問い合せはこちら

岐阜県医療労務管理支援事業相談コーナー

058-272-5856 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13530.html

岐阜県医療勤務環境改善支援センター岐阜県医療勤務環境改善支援センター

相談はどこにすれば良いですか？

下記の電話番号にお気軽にご連絡ください。

相談に費用はかかりますか？

相談対応・講師派遣など全て無料です。

アドバイザーはどのような人ですか？

社会保険労務士、医業経営コンサルタント等です。

相談をきっかけとして行政指導されませんか？

個別の相談内容は、

行政指導のために使用されることはありません。

〒500-8502 岐阜市薮田東1-2-2(岐阜県建設会館2階)

TEL:058-272-8254

平日 8：30 ～ 17：15
※土日祝日を除く

医業経営相談窓口 医療労務管理相談コーナー 平日 9：00 ～ 17：00
※土日祝日を除く

FAX:058-278-2871 TEL:058-272-8630 FAX:058-272-5856
【ﾒｰﾙ】info@gifuiryou2026.jp【ﾒｰﾙ】c11230@pref.gifu.lg.jp

〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1

         

岐阜県健康福祉部医療福祉連携推進課
（医療人材確保係）

株式会社労働調査会
（厚生労働省 岐阜労働局 委託事業）
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